
○島牧村医療福祉職等養成奨学資金貸付条例 

平成２３年３月１６日 

条例第５号 

（目的） 

第１条　この条例は、将来医師（歯科医師を含む。以下同じ。）、保健師、看護師

又は准看護師、薬剤師、診療放射線技師、理学療法士又は作業療法士、社会福祉

士、介護福祉士、保育士、管理栄養士、歯科衛生士（以下「医療福祉職等」とい

う。）として島牧村関連施設に勤務を志望する者に対して、奨学資金を貸付ける

ことにより、本村における医療福祉職等人材の確保に資することを目的とする。 

（奨学資金） 

第２条　この条例により貸付けする奨学資金は、島牧村奨学基金をもつてあてる。 

（貸付の対象者） 

第３条　奨学資金は、島牧村に在住している者の子であり、将来村内の施設又は村

内の施設と提携している施設の医療、保健衛生及び福祉の業務に従事しようとす

る者で、次に掲げる養成施設に在学し、又は入学しようとする者に対し貸付けす

る。 

(１)　医師養成施設 

学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する大学の医学部又は大学院

の医学研究科（大学を卒業して医師法（昭和２３年法律第２０１号）に規定す

る臨床研修を受けている者を含む。） 

(２)　保健師及び助産師並びに看護師養成施設 

保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）の規定により文部科学

大臣が指定した学校又は厚生労働大臣及び都道府県知事が指定した保健師又は

看護師養成所 

(３)　薬剤師養成施設 

学校教育法に規定する大学の薬学部 

(４)　診療放射線技師養成施設 



診療放射線技師法（昭和２６年法律第２２６号）第２０条の規定に基づき文

部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した診療放射線技師養成所 

(５)　理学療法士及び作業療法士養成施設 

理学療法士及び作業療法士法（昭和４０年法律第１３７号）第１１条の規定

に基づき文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した理学療法士

養成施設及び同法第１２条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は都

道府県知事が指定した作業療法士養成施設 

(６)　社会福祉士養成施設 

社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）第７条に基づき、

文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目を修める大学及び

短期大学並びに文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定した学校又は都道府県知

事が指定した養成施設 

(７)　介護福祉士養成施設 

社会福祉士及び介護福祉士法第３９条に基づき、文部科学大臣及び厚生労働

大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した養成施設 

(８)　保育士養成施設 

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１８条の６の規定に基づき、厚

生労働大臣が指定した保育士を養成する学校及びその他の施設 

(９)　管理栄養士養成施設 

栄養士法（昭和２２年法律第２４５号）第２条の規定に基づき、厚生労働大

臣が指定した栄養士を養成する学校及びその他の施設 

(10)　歯科衛生士養成施設 

歯科衛生士法（昭和２３年法律第２０４号）第１２条の規定に基づき、文部

科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した歯科衛生士養成施設 

（貸付金額及び期間） 

第４条　奨学資金は、次の各号に掲げる区分により予算の範囲内において貸付ける

ものとする。 



(１)　前条第１号に掲げる養成施設　月額１００，０００円以内 

(２)　前条第２号から第１０号までに掲げる養成施設　月額４５，０００円以内 

２　奨学資金の貸付期間は、大学及び前条第２号から第１０号までに掲げる養成施

設（以下「養成機関等」という。）に在学中の期間とする。 

３　奨学資金は、無利子とする。 

４　村長が特に必要と認めた場合は、第１項の貸付金額に必要と認めた範囲内で増

額して貸付けすることができる。 

（貸付の方法） 

第５条　前条の貸付金は、毎年四半期ごとに本人に貸付けする。 

（貸付の申請等） 

第６条　奨学資金の貸付けを受けようとする者（以下「申請者」という）は、連帯

保証人２名を定め、規則で定めるところにより村長に申請しなければならない。 

２　前項の規定による申請があつたときは、村長は貸付けの可否及び金額並びに貸

付期間を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。 

（連帯保証人） 

第７条　連帯保証人は、独立の生計を営む成年でなければならない。 

２　奨学資金の申請者が未成年者であるときは、連帯保証人のうち１人は、申請者

の保護者（親権者又は後見人を含む。）でなければならない。 

３　連帯保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情により、その適性を失つたと

きは、新たな連帯保証人を定めて村長に届け出なければならない。 

（貸付の決定の取消し及び貸付の停止等） 

第８条　奨学資金の貸付けの決定を受けた者（以下「奨学生」という。）が次の各

号のいずれかに該当する場合には、村長は、奨学資金の貸付けの決定を取消し、

又は貸付けを停止することができる。 

(１)　死亡したとき。 

(２)　自己の都合により退学、退所、又は臨床研修をやめたとき。 

(３)　奨学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。 



(４)　傷病その他の理由により修学が困難であると認められるとき。 

(５)　学業成績及び性行が著しく不良であると認められるとき。 

(６)　その他奨学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなつたとき。 

２　奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、村長は休学し、又は停学処

分を受けた日の属する月から復学した日の属する月まで、奨学資金の貸付けを停

止するものとする。この場合において、これらの月の分としてすでに貸付けされ

た奨学資金があるときは、その奨学資金は、奨学生が復学した日の属する月の翌

月以降の月分として貸付けされたものとみなす。 

（奨学資金の償還） 

第９条　奨学生は、大学及び養成機関等を卒業した日の属する月の翌月から起算し

て５年経過後１０年以内に、規則で定めるところにより、奨学資金の全額を年賦

又は半年賦で償還しなければならない。この場合において、利息は付さないもの

とする。 

（償還債務の履行猶予） 

第10条　奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、村長は、当該各号に掲

げる理由が継続する期間、奨学資金の償還債務の履行を猶予することができる。 

(１)　第８条第１項の規定により奨学資金の貸付けの決定を取消されたあとも、

引き続き大学及び養成機関等に在学しているとき。 

(２)　大学及び養成機関等を卒業後、他の大学及び養成機関等に在学していると

き。 

(３)　災害又は疾病その他やむを得ない理由により、奨学資金を償還することが

困難と認められる場合には、村長が必要と認める期間。 

（償還債務の免除） 

第11条　奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、村長は申請により奨学

資金（償還日が到来していないものに限る。）の償還の債務の全部又は一部を免

除することができる。 



(１)　医療福祉職等として村内の施設又は村内の施設と提携している施設に奨学

資金の貸付けを受けた期間に相当する期間在職したとき。ただし、貸付けを受

けた期間が３年に満たない場合は、３年とする。 

(２)　死亡したとき。 

(３)　災害又は疾病その他のやむを得ない理由により、奨学資金償還債務の履行

が困難と認められるに至つたとき。 

（奨学資金の返還） 

第12条　奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該理由の生じた日

の属する月の翌月から１年以内に、借り受けた奨学資金を返還しなければならな

い。 

(１)　第８条の規定により奨学資金の貸付けを取り消されたとき。 

(２)　その他正当な理由がなく奨学資金の貸付けの条件に違反したとき。 

２　前項にかかわらず、奨学生が在学期間中に医療職等の免許を取得している場合

は、その取得した日の属する月までの貸付については第９条の規定を準用する。 

３　災害又は疾病その他やむを得ない理由により、前項の規定する期限までに奨学

資金を償還することが困難と認められる場合は、村長は申請によりその期限を延

長することができる。 

（延滞金） 

第13条　村長は、第９条及び前条第１項の規定により奨学資金を償還しなければな

らない奨学生が、償還期限までに償還すべき奨学資金の全部又は一部を納めなか

つたときは、正当な理由のない限り、その未納額につき年１０．９５パーセント

の割合をもつて償還期限の翌日から支払いの日までの日数に応じて計算した延滞

金を徴収する。ただし、村長は特別の事情があると認められるときは、その延滞

金の全部又は一部を免除することができる。 

（貸付金の特例） 

第14条　第２条から前条の規定にかかわらず、医療福祉職等が村の職員となつたと

き、この条例以外の制度により貸付けを受けた修学資金の全額を貸付け（以下「特



例貸付金」という。）することができるものとし、その特例貸付金の上限は、６，

０００，０００円とするものとする。 

２　特例貸付金の対象者は、第３条で規定している者に限らないものとする。 

３　特例貸付金は、一括で本人に貸付けする。 

４　特例貸付金は、村の職員となつた日の属する月の翌月から起算して、５年経過

後１０年以内に規則で定めるところにより、全額を年賦又は半年賦で償還しなけ

ればならない。この場合において、利息は付さないものとする。 

５　村長は、第１項の規定によつて特例貸付金を受けた者が村の職員として従事し

た期間が５年に達したとき、特例貸付金に係る償還の債務を免除することができ

る。 

６　特例貸付金については、第４条第３項、第６条、第７条、第１０条第３号、第

１１条第２号及び第３号、第１２条第３項並びに第１３条の規定を準用する。 

（規則への委任） 

第15条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附　則 

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

附　則（平成３０年条例第２号） 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

附　則（平成３０年条例第１１号） 

この条例は、公布の日から施行し、平成３０年５月１日から適用する。 

附　則（令和２年条例第１３号） 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 


